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う。） 
五 侵害情報に係る携帯電話端末又はＰＨＳ 端末（以下「携帯電話端末等」という。）か

らのインターネット接続サービス利用者識別符号（携帯電話端末等からのインターネッ

ト接続サービス（利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末

系伝送路設備（端末設備（電気通信事業法第五十二条第一項に規定する端末設備をいう。）

又は自営電気通信設備（同法第七十条第一項に規定する自営電気通信設備をいう。）と接

続される伝送路設備をいう。）のうちその一端がブラウザを搭載した携帯電話端末等と接

続されるもの及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信

役務（同法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。）をいう。以下同じ。）の利用

者をインターネットにおいて識別するために、当該サービスを提供する電気通信事業者

（同法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。）により割り当てられ

る文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信（同法第二条第一号に規定する電

気通信をいう。）により送信されるものをいう。以下同じ。） 
六 侵害情報に係るＳＩＭカード識別番号（携帯電話端末等からのインターネット接続サ

ービスを提供する電気通信事業者との間で当該サービスの提供を内容とする契約を締結

している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）に係る記録媒体をいい、

携帯電話端末等に取り付けて用いるものに限る。）を識別するために割り当てられる番号

をいう。以下同じ。）のうち、当該サービスにより送信されたもの 
七 第四号のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備、第五号の携帯電話端

末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る携帯電話端末等又は前号

のＳＩＭカード識別番号（携帯電話端末等からのインターネット接続サービスにより送

信されたものに限る。）に係る携帯電話端末等から開示関係役務提供者の用いる特定電気

通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻 
 
 
【趣旨】 
１  本条は、発信者情報の開示請求権、開示請求を受けた特定電気通信役務提供者の義務

及び発信者情報の開示を受けた者の義務を定める規定である。 
２ 特定電気通信を通じた情報流通の拡大により、その負の側面として、他人の権利利益

を侵害するような情報の流通が問題となっている。もとより、ある情報の流通によって

他人の権利利益が侵害されるということ自体は、特定電気通信以外の媒体を利用する場

合であっても問題とされていたことであり、この分野に限って問題となるわけではない。

しかしながら、特定電気通信による情報発信は、社会的・財政的に制約が少ないために、

誰しもが反復継続して情報の発信を行うことが可能であり、また、不特定の者に対して




